






の回帰をも行ったといえる。

自然人に対する刑法理論を法人に適用する

という基本態度を採るオーストラリアの判例

の中にも，注意義務違反の有無を法人のシス

テム自体に着目して判断したものがあり19，

Fisseの議論は，オーストラリアの判例法と

調和する方向へ変化したといえる。

このように，自然人に対する刑法理論を法

人にも適用するというアプローチと，法人処

罰の機能的意義を確保するというアプローチ

を同時に採用する場合，その両者の関係が次

に問題となる。

Fisseは，同一視理論に対して，処罰範囲

が狭すぎるとの批判を加える中間期の議論を

維持しつつ（③論文366頁），さらに，同一

視理論は自己責任を確立しえるわけではない

として，自然人に対する刑法理論の法人への

適用可能性の観点からも批判を加えるに至る

（④論文188頁）。

つまり，Fisseは，自然人に対する刑法理

論を法人に適用するという観点，及び，法人

処罰の機能的意義を確保するという観点の両

方から組織モデルの正当性を基礎付けている

のであって，二つの観点の両方が備わった場

合に法人処罰は正当化されると考えていると

いえる。

ただし，Fisseは，自然人に対する刑法理

論を法人に適用するという観点を貫徹するこ

となく，法人処罰の機能的意義という観点か

らの修正を認めている。

④論文は，責任判断について，犯罪に対す

る法人組織の事後的な態度を考慮することを

提唱する（④論文189頁）。この主張は，対

応的責任ないし応答的責任といった呼称

（reactive corporate faultの訳語）で我が国

でもよく知られている20議論である21。

法人処罰の機能的意義を確保することのみ

を法人処罰の正当化根拠とした中間期と異な

り，後期のFisseは，自然人に対する刑法理

論を法人に適用するべく，法人について責任

判断を行うものの，法人処罰の機能的意義を

確保するという観点から，法人に対する責任

判断の構造を修正したといえよう22。

�　組織故意と対応的責任

自然人に対する刑法理論を法人にも適用す

る初期のアプローチと，法人処罰の機能的意

義を確保する中間期のアプローチの両方を採

用しつつ，法人処罰の機能的意義を確保する

ために，自然人に対する刑法理論を法人に修

正して適用するという�で紹介したFisseの

議論は，⑤論文において，過失犯を越えて故

意犯にまで及ぶことになる。

⑤論文は著名な論文であって，我が国でも

すでに詳しい紹介がなされている23。しかし，

Fisseが1995年オーストラリア刑法典12条に

与えた影響を知るには，法人処罰を自然人に

対する刑法理論に基づいて説明するという初

期の問題意識と，法人処罰に積極的な存在意

義を与えるという中間期の問題意識の統合の

試みという観点から⑤論文を位置づける作業

が不可欠である。そこで，本稿では，後期

Fisseの思考枠組みを明らかにすることを目

的として，⑤論文を検討する。

Fisseは，法人組織自体が責任非難の対象

になりうるとの従来の立場を前提に（⑤論文

1148，1149頁）24，法人組織による過失犯だ

けでなく故意犯も認められることを主張する

（⑤論文1185頁，1190頁注232）25。

Fisseは，法人組織の故意を認めることで，

自然人に適用される刑法理論のアナロジーに

よって法人処罰を構成するという初期のアプ

ローチを，組織モデルにおいて完全に実現し

たのである。

精神をもたない法人にも義務履行は可能で

あるというイギリス法の伝統的判例の思考枠

組みによれば，法人の注意義務違反に注目す

れば法人組織の過失犯を認めることは可能26

であるものの，法人組織の故意犯を認めるこ

とは困難になる27。Fisseの議論の決定的に

重要なポイントは，自然人に適用される刑法

理論の完全なアナロジーによって法人処罰を

説明するべく，組織過失を認める従来の議論
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考察するというアプローチは，我が国におい

ても十分に妥当する議論である。

このようなアプローチから判明する個々の

知見は以下のとおりである。

�　直接的知見

我が国において直接的に参照しうる知見と

して以下の議論が挙げられる。

①組織モデルの導入可能性，とりわけ，組

織故意を認める可能性が挙げられる。我が国

では，組織モデルに対する批判が有力41であ

るが，オーストラリアの立法が組織モデルを

導入した過程の考察からは，組織モデルが，

法人処罰の機能的意義を有するにとどまらず，

刑法理論上，正当性をも有することが明らか

となったといえる。1995年規定は，我が国

で組織モデルの正当性を論証する際に大きな

一助たりえよう。

②同一視理論と組織モデルを統合する可能

性も挙げられる。オーストラリアの立法者は，

自然人に対する刑法理論を法人に適用すると

いう統一的観点の下に，同一視理論と組織モ

デルを併置させた。これは，同一視理論と組

織モデルの双方を同一の視点で基礎付けるも

のであり，同一視理論と組織モデル双方の関

係が極めて不明確な我が国の現状42に鑑みれ

ば大きな知見たりえよう。

�　間接的知見

このような直接的知見だけでなく，1995

年規定においてなお未解決であって，我が国

においても解決が要請される問題点を示すと

いう形で間接的に参照しうる知見として以下

の議論が挙げられる。

①同一視理論の検討が，自己責任の確立，

及び，法人処罰の機能的意義という双方の観

点において不十分なことは，すでに三２で詳

論したとおりである。我が国では，同一視理

論が有力に主張されているものの，組織モデ

ルから，この双方の観点に基づいた批判がな

されており，十分な反批判はなされていない

のが現状である43。

同一視理論の理論的基礎付けは，オースト

ラリア法でも，我が国でも，解決されるべき

課題なのである。

②組織モデルを採用しつつ，自然人に対す

る刑法理論の完全なアナロジーを実現するた

めに導入された組織故意は，その基本構想は

明確ではあるものの，具体的な内容が不明確

なものにとどまっているという問題が存在す

る。

二３�で指摘したように，Fisseは，組織

故意を構想するに際して，基本的視点を設定

したにとどまり十分な具体化はしていなかっ

た。1995年規定は，法人文化という概念を

使用し，12.3条�で具体化を試みているし，

また，最終報告書は，コンプライアンスを求

める形式的文書が存在するものの，実際には，

従業員は製造期日を順守するための法令違反

（安全装置を外すなど）を行わなければ解雇

されると認識している場合を具体例として挙

げている44。しかし，その内容は十分に明確

になったとはいえないとの評価がなされてい

るのが現状である45。

しかも，本稿では，ここまで組織故意とい

う用語を使用し，組織過失と対比してきたが，

英米法の主観的要素は，意図，認識，無謀，

過失に分類される。12.4条は，このうち，法

人の過失を定める規定であるのに対し，12.3

条は，法人の意図，認識，無謀を包摂して定

めを置いている。このような規定に対しては，

組織の意図・認識・無謀の区分の必要性が指

摘されている46。この指摘は極めて的確では

あるものの，具体的な検討は十分でなく，

オーストラリアにおいて未解決の問題となっ

ている。

もっとも，この問題は，自然人処罰につい

て意図・認識・無謀を区別するオーストラリ

ア法下においては解決されるべきであるとし

ても，我が国は自然人処罰にこのような区分

を行っていない以上，オーストラリアの議論

が我が国にもたらす知見という観点からは意

味をもたない議論のようにも，一見，思われ

る。
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限の範囲内で行われた時点において，以下の

事情のいずれかが認められる場合である。

� 犯罪で禁止された行為に関わった一名

若しくはそれ以上の者が，行われた犯罪

若しくは同種の犯罪の実行を法人が明示

若しくは黙示に承認若しくは許可してい

ることを認識又は信頼していたという条

件の下，法人が法的正当化根拠又は合理

的免責事由なく，行われた犯罪又は同種

の犯罪の実行を明示又は黙示に承認又は

許可していた

� 法人が法的正当化根拠又は合理的免責

事由なく行われた犯罪若しくは同種の犯

罪の実行を防止するための合理的な予防

又は適切な注意をしなかった

� 犯罪が自然人である被告人に対して刑

事過失が証明されることを要求している

場合，法人が正当化根拠ないし合理的免

責事由なく

�� 行われた犯罪若しくは同種の犯罪の

実行を防止するための合理的な予防又

は適切な注意をせず，かつ

�� 起訴された犯罪の時点で被告人が従

事する活動又は業務と同種の活動又は

業務に従事する法人に合理的に期待さ

れる注意基準からの大幅な逸脱を見せ

ていた

� 法人が�の意味で責任があるのは，犯罪

で禁止された行為が，役員，従業員又は代理

人によって法人のために実際又は外形的な権

限の範囲内で行われたより後の時点において，

法人が法的正当化根拠又は合理的免責事由な

く犯罪で禁止された行為の法人のための実行

に対応した行動を行う対応義務を遵守しな

かった場合で，かつ，以下のいずれかが認め

られる場合である。

� 法人が対応義務の不遵守を明示又は黙

示に承認又は許可していた

� 法人が対応義務を遵守するための合理

的な予防又は適切な注意をしなかった

�　法人が，�の意味における犯罪の実行若

しくは�の意味における対応義務の不遵守を，

承認又は許可していたと認められるのは，承

認又は許可が取締役会又は組織内におけるい

かなる階層であれ運営若しくは監督機能を担

う者によって行われ，かつ，以下の事情の双

方が備わった場合である。

� 組織内におけるいかなる階層であれ運

営又は監督機能を担う者によって行われ

た承認又は許可が法人の承認又は許可と

なるのは，疑われる若しくは予期される

法令不遵守の報告をするために組織で採

用されている方法で承認若しくは許可を

報告することが法令遵守につながる蓋然

性がないか，又はその者に対して不当な

報復若しくはその他の差別措置がなされ

る蓋然性があると，犯罪で禁止される行

為に関わった一名又はそれ以上の者が信

じる理由があった

� 法人が犯罪の実行を許可したとみなさ

れるのは，犯罪で禁止された行為が法人

のために実行された時点で，行われた犯

罪若しくは同種の犯罪の疑われる若しく

は予期される実行に対する通告が即座に

取締役会，代表取締役若しくは取締役会

若しくは代表取締役に直接そのような通

告を報告する権限を有するコンプライア

ンス責任者若しくは部局に伝達されるこ

とを保証するシステム又は手続きを法人

が置いていなかった

�　省略（�����の合理的予防の内容を

定める規定）

�　省略（�����の適切な注意の内容を

定める規定）

�　�の趣旨として，法人の責任は法人の能

力を参照して評価されるべきである。特に，

� 法人が犯罪で禁止された行為の意図，

認識，無謀又は注意を向けた実行を要求

する犯罪で起訴されており，��の規定

による当該犯罪若しくは同種の犯罪の実

行を承認又は許可していた場合，法人は

意図的に，知って，無謀に又は注意を向
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けたという要求される精神状態で行為し

たとみなされるべきである。

� 省略（合理的予防と適切な注意につい

て�と同趣旨の規定）

� 免責事由が主張される禁止又は義務を

遵守する法人の能力を勘案すれば免責が

不合理である場合，法人が合理的な免責

事由を有するとは認められない

� 犯罪で禁止された行為に関与した者が

個人責任から免責又は免除されてもされ

なくても，法人は�により犯罪に対して

責任を負う。しかし，本規定は法人の免

責又は正当化を否定する趣旨と解釈され

てはならない。

	　省略（�の対応義務の内容を詳細に定め

る規定）


　法人が�に違反する犯罪で有罪となった

場合，裁判所は以下の規定を超えない罰金を

科す。

� 有罪に要求される責任が��又は��

で規定されたものである場合，同じ犯罪

で処罰される自然人に裁判所が科しうる

罰金の上限の５倍

� 有罪に要求される責任が��又は��

で規定されたものである場合，同じ犯罪

で処罰される自然人に裁判所が科しうる

罰金の上限の３倍

� 有罪に要求される責任が��で規定さ

れたものである場合，同じ犯罪で処罰さ

れる自然人に裁判所が科しうる罰金の上

限の４倍

＊1995年オーストラリア刑法典12条

一般原則

12.1� 本法典は，個人に対するのと同一の

方法で（in the same way）法人にも適用さ

れる。本章で規定される修正，及び，個人で

はなく法人に刑事責任が科されるという事実

によって必要となるその他の修正とともにそ

のように適用される。

� 法人は自由刑によって処罰可能な犯罪を

含めて，あらゆる犯罪で処罰されうる。

注：1914年犯罪法4Bは，刑罰として自由

刑のみを規定する犯罪について罰金を

賦課できるとする。

客観的要素（Physical elements）

12.2 犯罪の客観的要素が職務の実際若しく

は外観上の範囲，又は実際若しくは外観上の

権限の範囲で行動する法人の従業員，代理人

又は役員によって行われた場合，客観的要素

は法人にも帰属される。

過失以外の主観的要素（Fault elements

other than negligence）

12.3� 意図，認識又は無謀が犯罪の客観的

要素について主観的要素である場合，明示的，

黙示的又は暗示的に，犯罪の実行を承認又は

許可した法人に主観的要素は帰属される。

� 承認又は許可の認定には以下の手段のい

ずれもが可能である。

� 法人の取締役会が，意図的に，認識し

ながら若しくは無謀に犯罪該当行為を

行ったこと，又は，犯罪の実行を明示的，

黙示的若しくは暗示的に承認若しくは許

可したことの証明

� 法人の上級管理職員（high manageri-

al agent）が，意図的に，認識しながら

若しくは無謀に犯罪該当行為を行ったこ

と，又は，犯罪の実行を明示的，黙示的

若しくは暗示的に承認若しくは許可した

ことの証明

� 関連規定の不遵守を指示，促進，容認

又は指揮する法人文化（corporate cul-

ture）が法人内に存在したことの証明

� 関連規定の順守を要求する法人文化の

作出及び維持を法人が怠ったことの証明

� 法人が犯罪該当行為，承認又は許可を防

止する適切な注意を履行したことを証明した

場合，��は適用されない。

� ��又は�の適用に関連する要因には以

下のものが含まれる。

� 同種又は類似の犯罪を犯す権限が法人

の上級管理職員によって与えられていた
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同内容の規定の適用領域が拡大することも予
想されるところである。
なお，オーストラリアの連邦・州双方の現

行法，近年の法案，近年の判例について，
http://www.austlii.edu.au/における便利な
データベース検索が利用可能である。

２ 今井猛嘉「組織体の処罰」甲斐克則他編
『企業犯罪とコンプライアンスプログラム』
150頁以下（2007）。

３ オーストラリアの法人処罰を概観する教科
書として，P. Gillies, Criminal Law, Ch. 6
(4th. 1997), R. Tomasic et al., Corporations
Law in Australia, Ch. 11 (2002)。また，1995
年以前ではあるものの，理論的に優れ，引用
文献の網羅性も高い教科書として，B. Fisse,
Howard’s Criminal law, Ch. 7 (5th. 1990)。
法人処罰を基礎づける理論モデルを詳論す

る文献として，J. Clough & C. Mulhern, The
Prosecution of Corporations, Ch.3,4 (2002)
（本書の第3章，第4章は，理論モデルごとの
具体的な処罰要件を精密に検討する点で優れ
る。本書の書評である S. Bottomley, Book
Review, 27 Melb. U. L. R. 627 (2003)は，本書
に高い評価を与えてはいないようであるが，
評者は，法人処罰の具体的要件という問題に
関心を払っておらず，評者と著者の問題関心
の相違とみるべきであろう。）。

４ 樋口亮介「法人処罰と刑法理論（三）」法
学協会雑誌近刊。

５ Fisseのホームページとして，http://www.
brentfisse.com/index.html。

６ Criminal Law Officers Committee of the
Standing Committee of Attorneys-General,
Final Report, Model Criminal Code Chapter
1 and 2 General Principles of Criminal
Responsibility (1992)（以下，最終報告書）
は，後掲する⑥⑦論文を引用している（111，
113頁）。
また，最終報告書の前に提出された中間報

告書によると，Fisseは，委員会に対して自
らの意見を提出している（Review of Com-
monwealth Criminal Law, Interim Report,
Principles of Criminal Responsibility and
Other Matters, Parliamentary Paper No. 195
of 1991, 291, 304（以下，中間報告書））。

７ 原田明夫「法人と刑事責任（一）―（四・
完）」判例タイムズ520号37頁，527号64頁，
534号62頁（1984），541号44頁（1985）に包
括的な紹介がある。他にも，我が国における
代表的な英米の法人処罰の紹介の中では必ず
言及されている（佐藤雅美「英米における法
人処罰の法理（二・完）」阪大法学147巻123
頁（1988），青木紀博「アメリカにおける

「法人責任」論の試み」産大法学30巻3・4号
573頁（1997）（なお，同論文577，578頁に
は，簡易ながら1995年規定の紹介がある。），
菅原正幸「故殺罪に対する法人の刑事責任
（一）」関大法学50巻2号313頁（2000），川崎
友巳『法人の刑事責任』187頁（2004）など）。

８ この論文の主眼は，例外的な犯罪類型にお
いて自然人と法人の双方に妥当する代位責任
と，一般的な犯罪において法人にのみ妥当す
る同一視理論の区別をオーストラリアにおい
て確立することにある。Fisseは，自然人・
法人を問わず業務主に代位責任を認める法令
であるとの解釈によって法人処罰を肯定した
ことが明確な R. v. Australian Films Ltd.
(1921) 29 C. L. R. 195（アメリカ支社の責任
者による脱税）と，必ずしも理論構成が明確
ではないMorgan v. Babcock and Wilcox Ltd.
(1929) 43 C. L. R. 163（代表者による贈賄。
なお，代表者の贈賄という事実を否定した
Starke判事は，傍論で代位責任に言及してい
る。）を対比する。
1921年判例同様，代位責任が理論的に明確
な判例として，Stephens v. Robert Reid and
Co. Ltd. (1902) 28 V. L. R. 82（州際取引にお
ける取引内容の誤表示），Fraser v. Dryden’s
Carrying Co. [1941] V. L. R. 103（車両による
荷物の運搬条件違反），Charlesworth v. Pen-
folds Wines Pty. Ltd. [1943] V. R. 76（免許施
設内における違法な飲酒の容認について，飲
酒防止責任者の不知を理由に代位責任を否
定），Schenker & Co. (Aust) Ltd. v. Sheen
(Collector of Customs) (1983) 48 A. L. R.
693（明細書への虚偽記入），Tiger Nomi-
nees Pty Ltd. v. State Pollution Control
Commission, (1991) 25 NSWLR 715（河川汚
染），Director - General of the Department
of Land & Water Conservation v. Greentree
and another [2003] NSWCCA 31（原生林の
破壊）。
1929年事件同様，代位責任の理論構成が自
然人・法人に共通するものであるのかが不明
確な判例として，Christie v. Foster Brewing
Co. Ltd. (1892) 18 V. L. R. 292（商品の偽装
表示），Alford v. Riley Newman Ltd. (1934)
34 S. R. 261, 271（鳥獣保護法違反），Ex . P.
Colonial Petroleum Oil Pty. Ltd. (1944) 44 S.
R. (NSW) 306（違法な灯油販売。ただし，
販売行為が権限の範囲内といえるかについて
裁判官の意見は分かれている。），Australian
Stevedoring Industry Authority v. Oversea
and General Stevedoring Co. Pty Ltd. [1959]
1 F. L. R. 298（イギリスの同一視理論のリー
ディングケースであるR. v. I.C.R. Haulage

28―　 ―



Ltd. [1944] 1All E. R. 691を引用しているが，
法令自体は監督義務について絶対責任を負担
させていた事案。会社内部のあらゆる自然人
が監督義務を履行しなかったことが認定され
ているのでいかなる理論構成でも処罰可能な
事案である。）。

９ 代表取締役でさえ不明確であるとして，取
締役会による権限委譲後は干渉を受けない場
合という条件付きで代表取締役を同一視主体
とすることも視野に収めている。（at 209
fn.64）

10 Freeman v. C. T. Warne Pty. Ltd. [1947] V.
L. R. 279（店舗責任者の不知のミスによる販
売価格の誤表示について同一視を肯定。なお，
監督義務の代表者による履行によって免責を
肯定している。），Grain Sorghum Marketing
Board v. Supastok Pty. Ltd. [1964] QD. R. 98
（店舗責任者による食品の違法購入。多数意
見は，店舗責任者と会社の同一視を否定した
が，日常業務の責任者も同一視主体足りうる
との少数意見がある（at 104）），Lamb v.
Toledo-Berkel Pty. Ltd. [1969] V. R. 343（表
示された性能のない計量器の販売について工
場の責任者と会社の同一視を否定(at 347)）。

11 代位責任からも同一視理論からも説明がで
きるため，両者の関係が不明確な裁判例とし
て，R. v. Panton, Exparte Farmers’ Produce
Co. Ltd. (1888) 14 V. L. R. 836（不良食品の
販売。販売した従業員を特定できないことと，
責任者の認識がないことの両方に言及して法
人処罰が否定された事案。代位責任の一般理
論が述べられているものの，同一視理論類似
の口吻も看取しうる。）。
なお，同一視理論の確立後も，同一視理論

からも代位責任からも法人処罰が肯定でき，
裁判官によって理論構成が分かれた裁判例
（Woolworths Ltd. v. Luff (1988) 88 F. L. R.
224（未成年への酒の提供について，未成年
でないとの合理的誤認について免責を定める
規定の適用が否定された事案））や，同一視
理論からも代位責任からも法人処罰が否定で
き，理論構成が不分明な裁判例（Burnett v.
L. F. Jeffries Nominees Pty. Ltd. (1983) 33 S.
A. S. R. 124（トラックの過剰積載。トラック
運転を行っていた代表取締役に過剰積載の認
識がなかった事案））がある。

12 Kehoe v. Dacol Motors Pty. Ltd. [1972]
QD. R. 59（車両販売における虚偽説明につ
いて同一視主体である代表取締役の不知を理
由に会社を無罪とする），Brambles Holding
Ltd. v. Carey (1976) 15 S. A. S. R. 270（運送
の過剰積載。積荷の監督義務者及び監督義務
者不在時の運営責任者と会社の同一視を肯定。

理由のある錯誤について免責を認める抗弁規
定が存在したものの，複数の同一視主体のう
ち一名が過剰積載を知っているか，理由無く
過剰積載が生じていないと錯誤していれば，
法人は処罰されるとする），Universal Tele-
casters (QLD) Ltd. v. Guthrie (1978) 18 A.
L. R. 531（テレビでの虚偽広告について販売
責任者と会社の同一視を否定（肯定する少数
意見付き）。），Linehan v. The Australian
Public Service Association (1983) 67 F. L. R.
412（組合による組合員に対する違法な懲戒
処分。州支部の運営委員会を連邦組合と同一
視することを認める。），G. J. Coles & Coy
Ltd. v. Goldsworthy (1985) 57 LGRA 122（異
物が混入した食品の販売。店舗責任者，食品
管理者と法人の同一視を否定。ただし，仮に
同一視が可能であるとしても，免責事由であ
る理由のある錯誤がないとの認定も行われて
いる）， Collins v. State Rail Authority of
New South Wales (1986) 5 NSWLR 209（労
働安全確保義務違反が問題になった事案で，
安全確保作業を行う従業員と会社の同一視を
否定）。
法人処罰が自己責任として成立することを

前提に，代表者個人は法人に対する共犯とし
て処罰できるとするものとして，R. v.
Goodall (1975) 11 S. A. S. R. 94（代表者によ
る信託物の横領），Hamilton v. Whitehead
(1988) 166 C. L. R. 121（代表者による違法な
信託広告）。この問題については，Fisse・前
掲注3・611～614頁。

13 同時期に同じく，Tesco事件の示した基準
では法人の処罰範囲が狭きに失することを批
判する論文が発表されている（I. A. Muir,
Tesco Supermarkets, Corporate Liability
and Fault, 5 N. Z. U. L. R. 357 (1973), A. J.
Duggan, The Criminal Liability of Corpora-
tions for Contraventions of Part Ⅴ of the
Trade Practices Act, 5 ABLR, 221 (1977), Id.,
Misleading Advertising and The Publisher’s
Defence - A Critique of Universal Telecast-
ers (QLD) Ltd. v. Guthrie, 6 ABLR, 309
(1978), A. G. Hartnell, Consumer Protection
Provisions of the Trade Practices Act, 53 A.
L. J. 544 (1979)）のは，企業の違法行為抑止
に関心が集まっていた証左かもしれない。

14 ②論文116～119頁は，法人処罰の機能に，
①個人特定の困難性②従業員の変更③組織に
対する忠誠心の存在④個人処罰の苛烈さの回
避⑤法人自体の更生⑥外国法人の処罰⑦法人
の違法行為の公表⑧不法利益の剥奪を掲げた
上で，①については，同一視主体の特定が要
求されるため妥当しないし，②～⑧は，末端
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従業員による犯罪にも妥当することを指摘す
る。

15 なお，Fisseは，代位責任の拡張を行うと，
自然人業務主を不当に処罰することになると
して代位責任を広範に採用することも否定し
ている（②論文126～127頁）が，これは，
①論文初期の発想が残存したものといえる。
②論文のような，機能的考察を徹底すれば，
法人にのみ代位責任を広範に認めることも選
択肢としてありえるはずであろう。

16 ②論文の出発点でも，法人処罰を行うので
あれば，法人を処罰する意義が反映されなけ
ればならないと述べる（115頁）。

17 同時期に発表された法人に対する制裁制度
を検討する論文においても，②論文と同じ立
場が採用されている（The Use of Publicity
as a Criminal Sanction aginst Buisiness Cor-
porations, 8 Melb. U. L. R. 107 (1971)（法人
処罰の機能的基礎付けについて120頁） ,
Responsibility, Prevention, and Corporate
Crime, 5 N. Z. U. L. R. 250 (1973)（同一視理
論批判について253～255頁，法人処罰の機
能的基礎付けについて265，266頁。））。

18 Fisseは，法人処罰の機能的意義について，
一般の組織モデル論者同様，組織は単なる自
然人の集積を超える存在であるとの認識を提
示する以外に，仮に自然人の行動が解明され
ても，多数の自然人を訴追対象とするエン
フォースメントコストを法人処罰によって軽
減できること（③論文372，384頁，④論文
185頁）や，どの自然人にも作為義務や過失
が認められない場合であっても法人全体を処
罰対象となしうること（③論文374，376，
390，408頁，④論文183頁），さらに，法人
の評判の剥奪（③論文394，408頁，④論文
192頁。⑤論文1147～1154頁は，スティグマ
機能を詳論する。）をも提示している。
組織の行動の解明が進んだ場合であっても，

法人組織の処罰の必要性が認められる場合が
あることを指摘する点で，組織社会学的知見
のみを根拠とする組織モデルと一線を画する
主張といえる。これは，Fisseが，②論文に
おいて，法人処罰に存在意義が認められる場
合を個別的に考察するという思考枠組みを採
用し，組織モデルに束縛されきらなかったこ
とに由来するのかもしれない。

19 Brown v. G. J. Coles & Co. Ltd. [1970] V.
R. 867（食品の販売における異物の混入。合
理的予防による免責規定について，法人のシ
ステムに注目した詳細な判断を行う。なお，
②論文は本判例を繰り返し引用する（115頁
注12，118頁注29，123頁注50）），Adams v.
Eta Foods Ltd. (1987) 78 A. L. R. 611（食品

の販売における異物の混入。合理的誤信およ
び合理的予防による免責規定について法人の
客観的状況に注目した判断を行う。）。
また，同一視理論を採用したUniversal

Telecasters (Qld.) Ltd. v. Guthrie (1978) 18
A. L. R. 531，Cook’s Hotel Pty. Ltd. v. Pope
(1983) 34 S. A. S. R. 292（未成年への酒の提
供。ただし，本件は同一視主体の限界は争わ
れず免責規定の適用の可否だけが争点となっ
た事案である。）， Collins v. State Rail
Authority of New South Wales (1986) 5
NSWLR 209も，免責規定の適用の可否につ
いて，会社の違法行為防止システムに注目し
た判示を行っている。D. Brown et al, Crimi-
nal Laws Materials and Commentary on
Criminal Law and Prrocess in New South
Wales, 430 (2006)は，免責規定の適用の可否
の判断において，同一視主体ではなく法人自
体に注目すべきとする。ただし，免責規定の
適用の可否についても，同一視主体によって
設定された政策とシステムに注目する裁判例
（Coles Myer Ltd. v. Catt (1992) 63 A. Crim.
R. 136, 144（食品の販売における異物の混
入））も存在する。（なお，免責規定の適用を
否定する判断において，法人のシステムの不
十分さと，同一視主体の不注意双方に言及す
る裁判例として，Videon v. Barry Burroughs
Pty Ltd. (1981) 37 A. L. R. 365（不動産販売
における販売代理会社による虚偽表示につい
て，委託会社を処罰。）。法人のシステムの不
十分さに注目したのか，同一視主体の不注意
に注目したのか不明確な裁判例として，
Walplan Pty Ltd. v. Wallace (1985) 63 A. L.
R. 453（違法な誘因広告））。
こういった判例の原型は，肉体的挙動と主

観的要素を捨象できる義務違反に基づいて法
人処罰を認めた19世紀半ばのイギリスの判
例であるが，オーストラリアにも法人が負担
する義務違反に基づいて法人処罰を認めた判
例が存在する（Boucher v. G. J. Coles & Co.
(1974) 9 SASR 495（不良品の食品販売），
Majury v. Sunbeam Co. Ltd. [1974] 1 N. S. W.
L. R. 659（河川汚染について，厳格責任を認
めたイギリス判例（Alphacell Ltd. v. Wood-
ward [1972] A. C. 824）に依拠して法人処罰
を認めると同時に，河川汚染防止措置の存在
を理由に罰金額を軽減している。））。
なお，義務違反に基づく法人処罰という理

論構想を前提に，法人内部の末端従業員の行
動から義務違反が招致された場合でも法人を
処罰できるとの判断が近年の裁判例で下され
ている（R. v. Commercial Industrial Con-
struction Group Pty Ltd [2006] VSCA 181
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（工事現場責任者による労働安全衛生法
(Occupational Health and Safety Act)違
反） , ABC Development Learning Centres
Pty. Ltd. v. Joannne Wallas [2007] VSCA 138
（末端従業員による児童の監督義務違反。原
審（(2006) A. Crim. R. 250）が末端従業員の
行動の法人への帰属という理論構成を採用し
たのに対し，明示的に理論構成の相違を指摘
している点に注意が必要である。））。した
がって，義務違反の存否の判断は，システム
に注目して行ってもよいし，法人内部の自然
人に注目して行ってもよいということになる
（保安措置の不十分さについて，下位従業員
の関与と法人による保安措置不存在の双方に
言及する判例として，TTS Pty. Ltd. v. Grif-
fiths (1991) 105 F. L. R. 255）。
以上のような義務違反に基づく法人処罰と

いう理論構想の有する複雑な構造については，
イギリス法を素材に樋口・前掲注4で詳細に
検討したので参照いただきたい。

20 前掲注7に掲げた諸文献参照。ただし，日
本でFisseを紹介する文献は⑤論文に注目し
ている。

21 また，Fisseは，注意義務を極めて高度な
ものとする可能性にも言及している（③論文
390頁）が，この主張は，中間期の②論文で
も示唆されていた（自然人に要求される過失
と異なり，法人には高度の注意義務を課し，
しかも，注意義務違反はあらゆる従業員が招
致しうるとの議論の可能性を提示している
（②論文123，124，128頁））。
この主張も，自然人に対する刑法理論を法

人に適用しつつ，法人処罰の機能的意義の確
保という観点から，法人処罰については自然
人に対する刑法理論を修正することを認める
ものといえる。

22 ④論文190頁注44は，組織の客観的な落ち
度から組織の過失（negligence）を認める
Note, Development in the Law, Corporate
Crime: Regulating Corporate Behavior
through Criminal Sanctions, 92 Harvard L. R.
1227, 1243, 1257 (1979)（以下，ハーバード
論文）を回顧的であるとして自らの議論との
相違を強調する。

23 前掲注7に掲げた諸文献参照。
24 同一視理論の処罰範囲が狭すぎるとの批判
（⑤論文1187頁）に加えて，同一視理論は自
己責任を確立しえるわけではないとして，自
然人に対する刑法理論の法人への適用可能性
の観点からも批判を加えるに至っている（⑤
論文1187頁）のも③④論文と同様である。

25 Fisseは，法人に精神がなくても適切な注
意の履行は可能であるという見地に立つハー

バード論文・前掲注22を法人の過失犯に妥
当するものと位置づける（⑤論文1202頁，
1203頁）。

26 NSW Sugar Milling Co-Operative Ltd. v.
Environmental Protection Authority (1992)
59 A. Crim. R. 6（産業廃棄物の流出。過失
(negligence)が客観的に判断されることを前
提に，法人内部の自然人の過失を媒介するこ
となく，法人組織の過失を肯定できることを
明示的に判示する。本件を先例として引用す
るものとして， Environment Protection
Authority v. Shell Co.of Australia Ltd. [2000]
NSWLEC 132 （石油化合物の長期間の流出。
ただし，流出の証明が不十分として無罪と
なっており，過失の認定は回避されている。））。
Clough & Mulhern・前掲注3・121，181頁
は，法人処罰の初期の理論構想である義務違
反に基づく法人処罰と現代的な組織過失を，
同一の視点から捉えられることを的確に指摘
する（同書85頁も参照）。さらに，D. Lan-
ham, Criminal Laws in Australia, 421 (2006),
Brown・前掲注19・493頁も，過失犯におい
て組織モデルが採用可能であることを的確に
指摘する。この議論は，免責規定における注
意義務の判断において，法人組織に注目する
判例群（前掲注19）と同一の思考枠組みを有
する。
それにもかかわらず，イギリスの判例は，

過失致死罪について同一視理論だけが適用可
能であるとして組織モデルを拒否する判断を
行った（R. v. H. M. Coroner for East Kent
ex parte Spooner (1989) 88 Cr. App. R. 10,
16, 17（船舶の沈没事故））。イギリスでは，
この判例を受けて，法人組織を過失致死罪で
処罰する立法案が検討されるに至ったが，そ
の経緯については，樋口・前掲注4で詳細な
検討をほどこしたので参照いただきたい。
一方，オーストラリアにおいては，ヴィク

トリア州の判例において，いったん，過失致
死罪について同一視理論のみ適用可能とする
判断が下された（R. v. A. C. Hatrick Chemi-
cals Pty. Ltd. (1995) 18,19 (ゴム樹脂タンク
の爆発事故。本件は判例集未登載であるもの
のヴィクトリア州最高裁判所サイト内
http://vsc.sirsidynix.net.au/において検索が
可能である。）ものの，上級審（(1997) 96 A.
Crim. R. 513）においては，事故に関わった
従業員にも会社のシステムにも過失はないと
して法律判断が回避された。なお，ヴィクト
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